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2.河川・海岸施設の復旧の考え方 

2.1 はじめに 

2.1.1 総論 

平成23年東北地方太平洋沖地震の被害概況 

平成 23年 3月 11日 14時 46分ごろに発生した「平成 23年東北地方太平洋沖地震」は、三陸沖
の北緯 38.1度、東経 142.5度を震源としたマグニチュード 9.0の大地震であり、東北地方太平洋沿
岸を中心に、甚大な被害が発生した。

宮城県においても最大震度は7を記録し、地震によって発生した津波は石巻市鮎川で8.6m以上、
内陸 5kmまで到達した。この津波は、高潮や波浪を対象に計画高を決定した第一線の海岸堤防（海
岸保全施設）をはるかに超えて、内陸へ深く浸入するとともに、陸上に上った津波が戻り流れとな

り、第 1 波の越流で破壊した堤防をさらに陸側から破壊して甚大な被害が発生している。さらに、
沿岸域のみならず、河川を遡上した津波「河川津波」によって、堤防や水門などの施設にも大きな

被害が発生している。

また、地震や津波による直接的な被害に加え、県内の沿岸部を中心に大規模な地殻変動も発生し

ている。石巻市牡鹿では約 1.2mの地盤沈下，東南東方向に 5.3m移動したことが確認されており、
石巻市や気仙沼市などの沿岸市町村では、住宅街が満潮時に浸水する被害が深刻化している。宮城

県全体では、地震によって、海抜 0m以下の面積は地震前の 3.4倍にあたる 56km2に増加し、大潮

の満潮位（T.P.+0.7m）以下の面積は、地震前の 1.9倍にあたる 129km2に増加している。

今後、津波・高潮等による二次災害の防止や被災地の復興のためにも、河川・海岸施設の復旧を

速やかに進めることが極めて重要な状況となっている。

被害の状況は、「東日本大震災 1年の記録 平成 24年 3月 宮城県」、「気象庁発表資料」によ
る。

基本的な考え方 

1) 中央防災会議（内閣府）

震災を受けてから開催された中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対

策に関する専門調査会」から、平成 23年 6月 26日の中間取りまとめ及びそれに伴う提言が公表
され、また、平成 23年 9月28日には報告が公表されている。
これらの中では、今後の津波防災対策を構築するにあたって、基本的に２つのレベルの津波を

想定することとされている。一つは、“住民避難を柱とした総合的防災対策を構築するうえで設定

する「最大クラスの津波（レベル２津波）」”であり、もう一つは、“構造物による津波対策を行う

うえで想定する「頻度の高い津波（レベル１津波）」”である。

さらに、“今後の施設対策は、頻度の高い一定頻度の津波高に対して整備を進めていくことを基

本とし、設計対象を超えた場合でも、施設の効果が粘り強く発揮できるような構造を検討するこ

と”としている。
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2) 関係省庁

中央防災会議の中間とりまとめ｢今後の津波防災対策の基本的考え方について（6月 26日）｣、
｢海岸における津波対策検討委員会（4月 28日､6月 27日）｣における議論を踏まえ、農林水産省
及び国土交通省は、平成 23年 7月 8日に、海岸における津波堤防高さの設定方法を取りまとめ
た「設計津波の水位の設定方法等について」を通知した。

この中には、“津波に対する地域海岸の設定”や“設計津波の水位の設定方法”、“堤防等の天端

高についての設定方法”、“海岸保全施設等の対象とする津波については、地域海岸毎に、一定頻

度「数十年から百数十年に一度程度」で発生する津波の高さにより設計を行うこと”などが示さ

れている。

この通知に基づき、国土交通省は平成 23年 9月 2日に「河川津波対策について」（国水河計第
20号、河川計画課長・治水課長）を通知し、沿岸域における津波防災を考える上で、海岸での防
御と一体となった河川津波への対策が重要であるとの立場から、河川における津波対策について

示している。

この中では、“河川管理施設の諸元は「施設計画上の津波」を対象とし、海岸における防御と一

体となって防御すること”、“津波防御方法は、堤防方式と津波水門方式とし、社会的な影響、経

済性、津波水門の維持管理及び操作の確実性、まちづくりの観点を総合的に検討した上で判断す

ること”、“「施設計画上の津波」は地域海岸の設計津波と同一とし、「施設計画上の津波水位」や

「堤防の高さ」は河口からの津波シミュレーションによって設定すること”、“「最大クラスの津波」

は施設対応を超過する事象として扱い、津波防災まちづくり等と一体となって減災を目指すこと”

などが示されている。

海岸における津波対策検討委員会（国土交通省水管理・国土保全局） 

海岸における津波対策検討委員会は、平成 23年 11月 16日に「平成 23年度東北地方太平洋沖
地震及び津波により被災した海岸堤防等の復旧に関する基本的考え方」を公表している。

ここでは、既に農林水産省及び国土交通省よって平成 23年 7月 8日に通知された、“津波に対
する地域海岸の設定”や“設計津波の水位の設定方法”、“堤防等の天端高についての設定方法”

が再整理されているとともに、海岸堤防等に対する“粘り強い構造物へ向けての工夫”、“レベル

１地震動を超える強度の地震に対しての考え方”などが示されている。

本章では、これらの国の考え方を基に、海岸保全施設等の復旧に際し、設計における基本方針

を示すものとする。
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宮城県の考え方 

宮城県におけるこれまでの津波対策は、三陸高潮対策事業やチリ地震津波対策事業として昭和三

陸津波やチリ地震津波を対象に整備を進めてきたが、今回の国等から出された提言や考え方に基づ

いて、以下に示す考え方により、海岸堤防等の施設を整備していくものとした。

「最大クラスの津波（レベル２津波）」に対しては、整備に必要な費用、海岸の環境や利用に及ぼ

す影響などを考慮すると現実的ではないことから、「住民の生命を守ることを最優先し、土地利用

規制やハザードマップ等「住民避難」を軸としたソフト対策と、ハード整備を組み合わせた多重防

御の考え方で減災」を目指すこととする。

「頻度の高い津波（レベル１津波）」に対しては、「堤防や水門等の構造物により、県民の生命・

財産、産業・経済活動を守る」こととする。

図 2.1.1 県の対応 
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2.2 設計津波の水位の設定 

2.2.1 設定方法 

平成 23 年 7月 8日の農林水産省及び国土交通省から通知の「設計津波の水位の設定方法等につい
て」及び「海岸における津波対策検討委員会」が平成 23年 11月 16日に公表した「平成 23年度東北
地方太平洋沖地震及び津波により被災した海岸堤防等の復旧に関する基本的考え方」に基づき、設計

津波の水位設定並びに堤防等の天端高を設定した。

検討フローは、以下のとおりである

図 2.2.1 設計津波の水位の設定方法 

出典：「設計津波の水位の設定方法等について 平成23年7月11日 水
管理・国土保全局海岸室」
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2.3 東北地方太平洋沖地震を教訓とした対策 

2.3.1 津波対策（粘り強い構造） 

「粘り強い構造」の方向性と構造上の工夫について 

「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 報告 平成 23年 9月
28日」で示された“設計対象の津波高を超えた場合でも施設の効果が粘り強く発揮できるような構
造物”の考え方を受け、「平成 23年度東北地方太平洋沖地震および津波により被災した海岸堤防等
の復旧に関する基本的な考え方 平成 23年 11月 16日」では、天端保護工、表法・裏法被覆工、裏
法尻部、波返工の部位毎に、被災メカニズムと構造上の工夫が整理されている。

その中では、設計対象の津波高を超える津波が来襲し、堤防等の天端を越流することにより、堤

防が破壊、倒壊する場合でも、施設の効果が粘り強く発揮できるような構造を、以下のいずれかの

減災効果を目指した構造上の工夫が施されたものとしている。

・施設が破壊，倒壊するまでの時間を少しでも長くする。

・施設が完全に流失した状態である全壊に至る可能性を少しでも減らす。

そのような構造上の工夫の方向性として、裏法尻部への保護工の設置による洗掘防止や、裏法被

覆工等の部材厚の確保等による流失防止などが挙げられている。

「粘り強い構造」の基本的な考え方は、設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端を越流した

場合であっても、施設が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くする、あるいは、施設が完全に

流失した状態である全壊に至る可能性を少しでも減らすといった減災効果を目指した構造上の工夫

を施すことである。

「粘り強い構造」により施設の効果が粘り強く発揮された場合には、浸水までの時間を遅らせる

ことにより避難のためのリードタイムを長くすること等の効果、浸水量が減ることにより浸水面積

や浸水深を低減し、浸水被害を軽減する効果、第 2 波以降の被害を軽減する効果等が期待される。
さらに、施設が全壊に至らず、一部残存した場合には、迅速な復旧が可能となり二次災害のリスク

が減る効果や、復旧費用を低減する効果が期待される。また、今次津波においては、堤防が残存し

た箇所では侵食が殆ど見られなかった事例も確認されており、地形を保全する効果も期待される。

これらの構造上の工夫や施工上の留意点については、国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川

研究部から、「技術速報：粘り強く効果を発揮する海岸堤防の構造検討」として、第 1報（平成 24
年 5月 14日）と第 2報（平成 24年 8月 10日）が出されており、これらに基づいて、粘り強い対
策を堤防に関する構造上の工夫を行うものとする。
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粘り強い構造 

1) 裏法尻部、裏法勾配の対策

津波が堤防を越流した後、裏法を流下し流速が速くなった状態で裏法尻部の地面等に衝突する

ことにより洗掘が起こり、これをきっかけに裏法被覆工等の損壊、流出を引き起こす被災形態が

考えられる。このような被災形態に対して、以下の対策を行っている。

裏法尻部に保護工（被覆）を設置すること等により被覆し、洗掘を防止する。

裏法を緩勾配化することにより、水流を減勢させ、裏法尻部における衝撃を抑え、洗堀を

防止する。

図 2.3.1 「粘り強い構造の海岸堤防について 国土交通省」抜粋 

2) 天端部、裏法被覆部、表法被覆部の対策

津波が堤防等を越流する場合（引き波時を含む）には、天端部や裏法部で水流が高速になるこ

とによって、天端保護工・裏法被覆工（引き波時には表法被覆工）が流出する被災形態や、堤体

土が被覆工の隙間から吸い出される被災形態が想定される。天端部に波返工がある場合には、波

返工を乗り越え落下する水流が天端保護工に衝突し、損傷を引き起こすことも考えられる。

このような被災形態に対しては、以下の対策を行っている。

天端保護工や裏法被覆工、表法被覆工を厚くする。

部材間を連結することで、剥離を発生しにくくする。

水流に対して十分な重量や強度を確保する。

図 2.3.2 「粘り強い構造の海岸堤防について 国土交通省」抜粋  
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さらに、「技術速報No.1：粘り強く効果を発揮する海岸堤防の構造検討（第１報） 平成 24年
5月 14日」に基づき、川裏法被覆工にブロックを用いる場合にかみ合わせを採用（堤防を越流し
た流水による被覆工の不安定化の防止）したり、法肩部分を天端被覆工と一体化（堤防を越流す

る時に発生する裏法肩付近での負圧対策）したりする工夫を施すものとする。

(1)ブロック形状の工夫（かみ合わせ）による不安定化の防止 

(2)天端被覆工と法肩部分の一体化 

図 2.3.3 「粘り強い構造」における構造上の工夫 

出典：「技術速報 No.1：粘り強く効果を発揮する海岸堤防の構造検討（第１報）
平成 24年 5月 14日」

3) 波返工の対策

津波が堤防等を越流する際（引き波時を含む）には、天端に設けられていた波返工が破損し、

堤体の消失に至る被災形態も想定される。

このような被災形態に対しては、以下の対策を行っている。

天端までを盛土構造とする。

波返工に配筋し、十分な強度を確保する。

図 2.3.4 「粘り強い構造の海岸堤防について 国土交通省」抜粋
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2.3.2 地震対策（耐震対策） 

状況 

「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 報告 平成 23年 9月
28日」の報告によると、M9.0の地震後、M7.0以上の余震が 6回、M6.0以上が 93回、M5以上
が 560回発生している。（「平成 23 年 東北地方太平洋沖地震」について（第 55報）気象庁）
沿岸部での最大地殻変動量は、上下方向 1.2m、水平方向 5.3mであった。

(1)上下方向 

(2)水平方向 

図 2.3.5 地殻変動量（中央防災会議資料）  
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さらに、地震によって地盤や堤体の液状化が発生し、堤体が大きく沈下している状況もみられる。

図 2.3.6 液状化の状況（名取川周辺） 

対策 

平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの堤防が被災した。
津波による越水を除くと、地震時における河川堤防の主な被災原因は液状化であり、従来から想

定されていた“基礎地盤の液状化”を原因とするものも多数確認されているが、これまで地震によ

る堤防の被災として主眼の置かれていなかった“堤体の液状化”による被災も多数発生している。

また、東北地方から関東地方の太平洋沿岸を中心に地殻変動に伴う“地盤沈下”が観測され、浸

水被害が拡大・長期化した地域も多い。

このため、河川・海岸施設における地震の影響として、次のものを考慮することとし、震災後に

改定された「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24年 2月」に準拠して、施設設計を行う
こととした。

構造物の重量に起因する慣性力や地震時土圧、地震時動水圧

地盤や堤体の液状化

広域沈下量（広域な地盤沈降の影響）

【参考】 

東北地方太平洋沖地震による堤防被災のなかには、堤防機能を失するような大規模な被災も含

まれていた。この地震による河川堤防の被災は、過去の地震による堤防の被災と比較して範囲も

規模も甚大であったことから、「東日本大震災を踏まえた今後の河川堤防の耐震対策の進め方につ

いて 報告書 平成 23年 9月」に整理された知見を踏まえ、平成 19年 3月に策定された「河川構
造物の耐震性能照査指針（案）・同解説」のⅠ共通編及びⅡ堤防編の見直しが行われ、平成 24年
2月に「河川構造物の耐震性能照査指針・解説」Ⅰ共通編及びⅡ堤防編として改訂されている。
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2.4 耐震対策に関する留意事項 

2.4.1 従来の耐震対策 

阪神淡路大震災を受け、地震動に対する新たな耐震対策として、地震動レベルの考え方が導入され

た。河川管理施設や海岸保全施設の耐震設計では、施設の供用期間中に 1～2 度発生する確率を有す
る地震動（レベル１地震動）に対し構造の安全及び天端高の維持が必要とされている。また、背後地

の重要度等に基づき、より高い耐震性能が必要とされる海岸保全施設については、現在から将来にわ

たって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動（レベル２地震動）に対して生じる被害が軽

微であり、かつ、地震後の速やかな機能の回復が可能なものとされている。

なお、液状化の影響を考慮し、必要な液状化対策又は構造の対応を実施するものとされている。

2.4.2 海岸堤防等の防護対象となる規模の津波を生じさせる地震に対する耐震対策 

設計津波に関する新たな考え方の導入に伴い、施設の防護対象となる規模の津波を生じさせる地震

により、津波到達前に機能を損なわないよう耐震対策を実施する必要がある。

当該地震がレベル１地震動以下の強度の場合には、技術上の基準に従い、構造の安全及び天端高の

維持が必要である。当該地震がレベル１地震動を超える強度の場合においても、生じる被害が軽微で

あり、かつ、地震後に来襲する津波に対して構造の安全及び天端高を維持することが必要である。

堤防等の天端高は、地震発生の際、主に地殻変動に伴う地盤沈下と、地盤の液状化による堤体の沈

下の影響を受ける。このため、これらに対する耐震対策を実施することにより、地震後においても必

要な天端高を維持しなければならない。

地殻変動に伴う地盤沈下への対策 

施設の防護対象となる規模の津波を生じさせる地震の発生に伴う断層運動により、広域にわたっ

て地殻変動に伴う地盤沈下が予測される場合には、当該地震の発生後に必要な高さが確保されてい

るように、施設の天端高に、あらかじめ地盤沈下の予測量を加えておく必要がある。

液状化による堤体の沈下の対策 

施設の防護対象となる規模の津波を生じさせる地震に伴い、地盤の液状化が予測される場合には、

必要な液状化対策を実施する必要がある。

なお、液状化が生じる場合においても、設計津波に対する施設の構造の安全が確保される場合に

は、あらかじめ液状化による沈下の予測量を天端高さに加えておく対策も考えられる。

2.5 東北地方太平洋沖地震による地盤の沈下 

東北地方太平洋沖地震においては、断層運動による地殻変動等により広域にわたる地盤沈下が生じた。

地盤沈下が生じた地域においては、津波、高潮、洪水に対する安全度が低下していることから、関係

機関と排水対策の調整を進めるとともに、堤防等の被災の有無にかかわらず、最低限、従前の高さまで

の復旧を速やかに実施すべきである。
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2.6 高さの基準、設計波及び広域地盤沈下量 

ここでは、高さの基準、高潮や津波の水位（潮位）や波浪（波圧）、広域地盤沈下量など、河川管理施

設や海岸保全施設の計画・設計全体に関係する基本条件を示す。

2.6.1 高さの基準 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震により被災した河川管理施設や海岸保全施設に係る施設設計に
用いる公共測量成果（国土交通省国土地理院発表）は、下表に示す成果を適用する。

表 2.6.1 高さの基準 

種別 成果公表年月日 備考 

三角点 平成 23年 10月 31日
水準点 平成 23年 10月 31日

2.6.2 高潮（計画高潮位）と高潮による波圧 

計画高潮位 

計画高潮位は、「宮城県における計画波浪・計画潮位概要書」による。

解説 

計画高潮位は、「朔望平均満潮位＋既往最大偏差」と「既往最高潮位」のいずれか高い方で設定。
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図 2.6.1 宮城県潮位一覧 

出典：「宮城県における計画波浪・計画潮位概要書」
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表 2.6.2 宮城県における計画波浪・計画潮位概要一覧表 
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設計波 

1) 設計波

沖波波浪は、「宮城県における計画波浪・計画潮位概要書」によるものとする。

各海岸における換算沖波波高については、エネルギー平衡方程式等により屈折の影響、地形に

よる遮蔽の影響などを考慮して設定する。回折効果は、図式解法、高山式、または方向分散法に

よるものとする。

内湾において、沖からの波浪伝達が小さい海岸については、確率風速により SMB法等で算出
した湾内発生波による波浪も比較検討することとする。

設計波は 30年確率とする。

解説 

設計波については、以下を考慮して、これまで整備を進めてきた確率を踏襲することとした。 

宮城県の海岸保全施設は、これまで 30年確率の計画波浪に対して設計が行われている。
設計の対象となる波の波高は、長期間（原則として 30 年以上）のデータから、極大波に
ついての再現期間に対する確率波高として表すことを標準とする。（「海岸保全施設の技術

上の基準・同解説 平成 16年 6月 海岸保全施設技術研究会編」P2-16～19）
計画波浪・計画潮位は、一般に以下の 3点を考慮し、事業の効果や対象地域の重要度など
を勘案して設定されることが多い。（「海岸施設設計便覧 2000年版 平成 12年 11月 土木
学会 」）

a.既往最大値
b.30～50年の生起確率を持つ値
c.既往の甚大な被害を及ぼした既往台風による想定値

一般的には ISO2394（1998）における施設共用期間の概念分類を参考に、港湾施設で 50
年、漁港施設で 30年とされている。

表 2.6.3 ISO2394（1998）における設定供用期間の概念分類 

クラス 想定設計供用期間（年） 例 

1 1～5 仮設構造物

2 25 交換構造要素、例えば橋台梁やベアリング

3 50 建物と他の公共構造物、下記以外の構造物

4 100又はそれ以上 記念的建物、特別の又は重要な構造物、大規模橋梁

出典：「港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成 19年 7月」p78 

2-16



解説：沖波波浪について 

沖波波浪は、以下のとおりに設定されている。

①岩手県境～福島県境

30年確率波高 ：Ho=7.70m 
波向 ：全方向

周期 ：T=13.0sec 
沖波波長 ：Lo=264m 

②松島湾及び万石湾

30年確率波高 ：仙台湾沖での確率風速より推算

周期 ：推算波高より算定

沖波波長 ：周期から 2/TgL 2

確率風速 ：「宮城県沖波推算調査委託報告書 昭和 62年 3月」

2) 波圧

高潮による波圧は、合田式あるいは、冨永・久津見式によって算定する。

解説 

「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16 年 6 月 海岸保全施設技術研究会編」 
P2-43～2-46 

2-17



2.6.3 レベル１津波対策区間における津波高と波圧 

津波高 

レベル１津波対策区間の津波高は、「2.2 設計津波の水位の設定」による。

津波波圧の考え方 

仙台湾沿岸は、ソリトン分裂による影響を排除できないため、分裂を考慮した衝撃段波波圧（朝

倉ら(2000)）、最大持続波圧（谷本ら）から、現場条件によって適切に選定する。
仙台湾沿岸以外（ただし、仙台湾沿岸のうち、防波堤内側、松島湾内、リアス式海岸を含む）は、

ソリトン分裂が確認されていないため、構造物天端までの静水圧とする。

波圧を考慮する施設は、陸上の胸壁、第一線堤防のパラペット等とし、傾斜堤は津波波圧を考慮

しないものとする。

解説 

東北地方太平洋沖地震による津波では、地域によって津波の特性が異なっていることが確認さ

れている。例えば、仙台湾沿岸ではソリトン分裂が確認されているが、三陸南沿岸ではこれらは

確認されていない。このような状況から、下記の検討結果に基づき、“津波波圧は、各海岸に応じ

た波圧算定式により算出する”ものとした。

宮城県では、波圧算定式として、①静水圧（設計津波高、施設天端高）、②衝撃段波波圧（分裂、

朝倉ら）、③最大持続波（非分裂、朝倉ら）、④最大持続波（谷本ら（岩手県の漁港の一部で採用））

を用い、県内を代表する 4箇所で試算を行った。なお、④最大持続波（谷本ら）は、水中構造物
に使用する式であるため参考扱いとした。

その結果、“設計津波水位による静水圧では、波圧を過小評価すること”、“仙台湾以外では、施

設天端高から評価した静水圧が、②及び③の式で求めた波圧とほぼ同等であること”などが確認

された。これらを踏まえ、宮城県沿岸域を区分して、次のように扱うこととした。
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表 2.6.4 水位と波圧の設定 

施設 場所 津波 

パラペット

胸壁
これに準ずる構造

のものも含む。

①仙台湾沿岸以外の海岸

②仙台湾沿岸のうち、防波堤の内側、

松島湾内、リアス式海岸

水位：設計津波水位+1.0m 
波圧：上記水位の静水圧

・仙台湾沿岸

（石巻市長浜海岸から山元海岸まで

の砂浜海岸、ただし上記②は除く）

水位：津波水位（せり上がりなし）

波圧：衝撃段波波圧（分裂考慮、朝

倉らの式（ICE2002）による
水深係数を採用）を基本とす

る。

傾斜堤 ・全域 波圧：考慮しない。

2.6.4 広域地盤沈下量 

レベル１津波発生時の地震による区間毎の広域地盤沈下量は次のとおりである。
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海岸名 小滝浜海岸 馬場漁港 石浜漁港 稲村浜海岸 只越漁港海岸 荒谷前海岸 大沢漁港

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

唐桑半島東部

小滝浜海岸

稲村浜海岸
後馬場海岸

御崎

宮城・岩手県境

馬場漁港

石浜漁港

只越漁港海岸

荒谷前海岸

大沢漁港

海岸名 田中浜海岸

明治三陸沖地震 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.13

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

龍舞崎

田中浜海岸

大初平

大島東部

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(1)
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海岸名 神止漁港海岸 栃浜海岸 高石浜海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.13 -0.13 -0.13
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

唐桑半島西部①

神止漁港海岸

高石浜海岸

栃浜海岸

田の浜

御崎

海岸名
鶴ヶ浦
漁港海岸

西舞根
貝浜海岸

舞根漁港 宿漁港海岸 藤浜海岸 鮪立漁港 田の浜海岸 小鯖漁港

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

唐桑半島西部②

鶴ヶ浦漁港海岸

西舞根貝浜海岸

藤浜海岸

鮪立漁港

宿漁港海岸

舞根漁港

小鯖漁港

田の浜海岸

田の浜

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(2)
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海岸名 魚市場前 魚町 気仙沼漁港海岸　鹿折地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.11 -0.11 -0.11

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

気仙沼湾奥部

気仙沼漁港海岸

（鹿折地区）

魚市場前

魚町

海岸名 要害漁港海岸 高井浜大向海岸 浦の浜漁港海岸 亀山磯草海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

大島西部

浦の浜

漁港海岸

亀山磯草海岸

高井浜大向海岸

大初平

要害漁港海岸

龍舞崎

松岩漁港

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(3)
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海岸名
波路上漁港海岸
崎野地区

波路上漁港海岸
波路上地区

最知海岸
川原漁港海岸
川原地区

台の沢海岸
川原漁港海岸
千岩田地区

千岩田海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12

海岸名 松岩漁港海岸 片浜海岸
気仙沼漁港海岸
前浜地区

気仙沼漁港海岸
朝日地区

気仙沼漁港海岸
少々汐地区

気仙沼漁港海岸
梶ヶ浦地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

気仙沼湾

波路上漁港海岸

（崎野地区）

最知海岸

川原漁港海岸

（川原地区）

台の沢海岸

千岩田海岸

片浜海岸

川原漁港海岸

（千岩田地区）

松岩漁港海岸

気仙沼

漁港海岸

(前浜)

大川

気仙沼漁港海岸(小々汐)

気仙沼漁港海岸

(梶ヶ浦)

気仙沼港海岸

（朝日）

蜂ヶ崎（狭隘部）

より奥は別ユニット

波路上漁港海岸

（波路上地区）

海岸名
田浦

漁港海岸
港漁港海岸
港地区

蔵内漁港海岸
蔵内地区

今朝磯
海岸

二十一浜
漁港

中島海岸 日門漁港 大谷海岸 大谷漁港
杉の下
海岸

岩井崎
海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

小泉湾

今朝磯海岸

田浦漁港海岸

津
谷
川

中島海岸

大谷海岸

岩井崎海岸

港漁港海岸

（港地区）

蔵内漁港海岸

（蔵内地区）

二十一浜漁港

日門漁港

大谷漁港

杉の下海岸

石浜

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(4)
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海岸名 寺浜海岸 長清水海岸 波伝谷海岸
波伝谷漁港海岸
波伝谷坂本地区

波伝谷漁港海岸
戸倉地区

水戸辺海岸 戸倉海岸 折立漁港海岸 黒崎海岸
志津川漁港海岸
林地区

志津川漁港海岸
久保・汐見・港町・大森地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
宮城県沖（連動型）地震 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17

海岸名
志津川漁港海岸
大森袖浜地区

荒砥海岸 細浦漁港海岸 韮の浜海岸 伊里前漁港海岸 稲淵漁港 長須賀海岸
泊

(歌津漁港海岸)
ばなな漁港海岸
馬場地区

ばなな漁港海岸
名足地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
宮城県沖（連動型）地震 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

志津川湾

長清水漁港

波伝谷漁港海岸

（戸倉地区）

（波伝谷坂本地区）

水戸辺海岸

戸倉海岸

波伝谷海岸

折
立
川 折立漁港海岸

黒崎海岸
志津川漁港海岸（林地区）

（久保・汐見・港町・大森地区）

（大森袖浜地区）

荒砥海岸
清水漁港海岸

細浦漁港海岸

韮の浜海岸

伊里前漁港海岸

寺浜海岸

神割崎
稲淵漁港

泊（歌津）漁港海岸
長須賀海岸

ばなな漁港海岸(馬場地区)
ばなな漁港海岸(名足地区)

海岸名 船越漁港海岸 名振漁港海岸 長面漁港海岸 長面漁港 横須賀海岸 白浜海岸 北上漁港海岸　相川地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

追波湾

名振漁港海岸

長面漁港
横須賀海岸

白浜海岸

北
上
川

船越漁港海岸

長面漁港海岸

北上漁港海岸

（相川地区）

神割崎

大須崎

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(5)
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海岸名 雄勝港海岸　唐桑地区 雄勝漁港海岸 雄勝港海岸　伊勢畑・明神地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.21 -0.20 -0.21
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

雄勝漁港海岸

雄勝港海岸（唐桑地区）

雄勝港海岸

（伊勢畑・明神地区）

雄勝湾奥部

海岸名 尾浦漁港 出島漁港 御前漁港海岸指ヶ浜漁港海岸
雄勝港海岸
波板地区

水浜分浜漁港海岸明神漁港海岸 小島漁港海岸
雄勝港海岸
大浜地区

雄勝港海岸
立浜地区

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

雄勝湾

御前漁港海岸

指ケ浜漁港海岸

出島漁港

尾浦漁港

大須崎

雄勝港海岸

（波板地区）
水浜分浜漁港海岸

雄勝港海岸

（大浜地区）

（立浜地区）

湾奥部は別ユニット

明神漁港海岸

小島漁港海岸

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(6)
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海岸名 小屋取漁港 塚浜漁港 飯子浜漁港 野野浜漁港
女川港海岸
大石原地区

女川漁港
女川港海岸
崎山地区

寺間漁港
竹浦

漁港海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

女川湾

竹浦漁港海岸

女川港

女川港海岸

（崎山地区）

女川漁港

寺間漁港

小屋取漁港

野野浜漁港

女川港海岸

（大石原地区）

飯子浜漁港

塚浜漁港

海岸名 山鳥海岸 金華山港海岸 泊漁港 谷川海岸 鮫浦漁港 大谷川海岸 寄磯漁港

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

牡鹿半島東部

山鳥海岸

金華山港海岸

泊漁港

谷川海岸
鮫浦漁港

寄磯漁港

大谷川海岸

黒崎

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(7)
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海岸名 小竹漁港海岸
桃の浦
漁港海岸

東待浜海岸
萩浜港海岸
萩浜地区

牧ノ浜漁港
福貴浦
漁港海岸

小網倉
漁港海岸

清水田海岸 大浜漁港 仁斗田漁港 仁斗田海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18

海岸名 大原漁港海岸 大原海岸 給分漁港海岸 表浜港 小淵漁港海岸
十八成
漁港海岸

池ノ浜
漁港海岸

網地漁港海岸
鮎川
漁港海岸

長渡漁港

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.20 -0.19

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

牡鹿半島西部

清水田海岸

荻浜港海岸

（荻浜地区）

（小積地区）

桃の浦漁港海岸

小網倉漁港海岸

大原漁港海岸

小淵漁港海岸

十八成漁港海岸

小竹漁港海岸
東待浜海岸

福貴浦

漁港海岸

大原海岸
給分漁港海岸

表浜港

大浜漁港

仁斗田漁港

仁斗田海岸

長渡漁港

鮎川漁港海岸
池ノ浜漁港海岸

網地漁港海岸

黒崎

万石浦

牧ノ浜漁港

海岸名 流留海岸 折立海岸 安住海岸 大沢海岸 浦宿海岸 針浜海岸 猪落海岸

明治三陸沖地震 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

流留海岸

折立海岸

針浜海岸

安住海岸

大沢海岸
浦宿海岸

猪落海岸

万石浦

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(8)
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海岸名 洲崎海岸 浜市海岸 大曲海岸
石巻港海岸
西浜南浜地区

石巻港海岸
雲雀野・東中浜一番地区

石巻港海岸
魚町地区

長浜海岸

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01

宮城県沖（連動型）地震 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

長浜海岸

洲崎海岸

鳴瀬川

浜市海岸

大曲海岸

淀川

旧北上川

石巻漁港海岸

（魚町地区）石巻港海岸

（西浜南浜地区）

石巻港海岸

（雲雀野・

万石浦

石巻海岸

海岸名
仙台塩釜港

桂島地区(金ヶ浜)
仙台塩釜港
桂島地区(前浜)

仙台塩釜港
寒風沢地区(前浜)

鰐ヶ淵海岸 月浜漁港海岸
室浜漁港海岸
室浜地区

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。

※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

鰐ヶ淵海岸

仙台塩釜港海岸

寒風沢地区

月浜漁港海岸

室浜漁港海岸

（室浜地区）
仙台塩釜港海岸

桂島地区

松島湾外湾

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(9)
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海岸名
仙台塩釜港
桂島地区(梅浜)

仙台塩釜港
桂島地区(石浜)

野々島漁港海岸
野野島地区

毛無崎海岸 野々島海岸 寒風沢漁港海岸 朴島海岸

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

野々島海岸 寒風沢

漁港海岸
野々島漁港海岸

（野々島地区）仙台塩釜港海岸

桂島地区

高城川

毛無崎海岸

朴島海岸

松島湾内湾離島

海岸名
仙台塩釜港海岸
代々崎浜地区

仙台塩釜港海岸
東宮浜代々崎地区

仙台塩釜港海岸
要害浦地区

仙台塩釜港海岸
中の島・貞山道地区

仙台塩釜港海岸
海岸通・港町地区

塩釜漁港 須賀漁港 松島港海岸 磯崎漁港海岸 手樽地区

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09

海岸名 小白浜海岸 名籠漁港海岸 古浦漁港 長石海岸 長浜海岸 東名海岸

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

松島湾磯崎漁港海岸

松島港海岸

仙台塩釜港海岸

高城川

長石海岸

須賀漁港

塩釜漁港

手樽地区

小白浜海岸

古浦漁港

名籠漁港海岸

長浜海岸
東名海岸

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(10)
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海岸名 花渕浜海岸 仙台塩釜港海岸　花渕浜吉田浜地区

明治三陸沖地震 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.09 -0.09

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

花渕浜海岸

仙台塩釜港海岸

（花渕浜吉田浜地区）

七ヶ浜海岸①

海岸名
仙台塩釜港
仙台港区

仙台塩釜港海岸
湊浜地区

松ヶ浜海岸 菖蒲田海岸

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

松ケ浜海岸
松ケ浜第二海岸

菖蒲田海岸

仙台塩釜港海岸

（湊浜地区）

七ヶ浜海岸②）

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(11)
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海岸名 相ノ釜・納屋海岸 閑上・北釜海岸 深沼海岸 仙台塩釜港海岸　蒲生地区(蒲生)

明治三陸沖地震 0.00 0.00 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

相ノ釜・納屋海岸

閖上・北釜海岸

名
取
川

七
北
田
川

深沼海岸

仙台塩釜港海岸

（蒲生地区蒲生）

仙台湾南部①

海岸名 山元海岸 荒浜漁港海岸

明治三陸沖地震 0.00 0.00

宮城県沖（連動型）地震 -0.04 -0.04

※表中の数値は地盤変動量（正：隆起、負：沈降、m単位）を示す。
※表中のハッチングは、津波水位が高くなる地震の地盤変動量を示す。

阿
武
隈
川

福島・宮城県境

山元海岸 荒浜漁港海岸

仙台湾南部②

図 2.6.2　レベル１津波発生時の地震による広域地盤沈下量(12)
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2.7 関連基準と参考資料 

本技術マニュアルを整理するに当り参考にした関連基準、計画や設計において参考となる基準類を以

下に示す。

●主な基準類（国、法人、協会が監修しているもの -1/2-） 
 改定解説・河川管理施設等構造令 平成12年1月 （財）国土技術研究センター 
国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 平成26年4月 国土交通省水管理・国土保全局 

 改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編ⅠⅡ 平成9年10月 建設省河川局 
 改訂 護岸の力学設計法 平成19年11月 （財）国土技術研究センター 
 床止めの構造設計手引き 平成10年12月 （財）国土開発技術研究センター 
 水理公式集 平成11年版 平成11年11月 土木学会 
 河川構造物の耐震性能照査指針 平成24年2月 国土交通省水管理・国土保全局 
 河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成24年2月 国土交通省水管理・国土保全局 
 河川構造物の耐震性能照査において考慮する河川における平常時の最高水位の算定手引き（案） 
  平成19年5月 （財）国土技術研究センター 
 地震時保有水平耐力法に基づく水門・堰の耐震性能照査に関する計算例 
  平成20年3月 （独）土木研究所 
 道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 平成24年3月 （社）日本道路協会 
 道路橋示方書・同解説 Ⅱ綱橋編 平成24年3月 （社）日本道路協会 
 道路橋示方書・同解説 Ⅲコンクリート橋編 平成24年3月 （社）日本道路協会 
 道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成24年3月 （社）日本道路協会 
 道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成14年3月 （社）日本道路協会 
 杭基礎設計便覧 平成19年1月 （社）日本道路協会 
 杭基礎施工便覧 平成19年1月 （社）日本道路協会 
 道路土工 擁壁工指針 平成24年7月 （社）日本道路協会 
 道路土工 カルバート工指針 平成22年3月 （社）日本道路協会 
 道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成24年8月 （社）日本道路協会 
 道路土工 仮設構造物工指針 平成11年3月 （社）日本道路協会 
 道路土工 排水工指針 昭和62年6月 （社）日本道路協会 
 設計施工マニュアル（案）【河川編・道路編】 平成15年4月 国土交通省東北地方整備局 
 河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成9年10月 建設省土木研究所 
 河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル(案) 「設計編 鋼材を用いた対策工法」  
  平成10年10月 建設省土木研究所 
 河川堤防の耐震対策工マニュアル（暫定版） 平成24年2月 国土交通省水管理・国土保全局 
 レベル2地振動に対する河川堤防の耐震点検マニュアル 平成24年2月 国土交通省水管理・国土保全局 
 高規格堤防盛土設計・施工マニュアル 平成12年3月 （財）リバーフロント整備センター 
 陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル 改訂版 
  平成16年3月 深層混合処理工法ﾏﾆｭｱﾙ編集委員会 
 打戻し施工によるサンドコンパクションパイル工法設計・施工マニュアル  
  平成21年5月 （社）地盤工学会 
 河川土工マニュアル 平成21年4月 （財）国土技術研究センター 
 ドレーン工設計マニュアル 平成25年6月 国土交通省水管理・国土保全局 
 土木構造物設計マニュアル（案）土工構造物・橋梁編 平成11年11月 建設省 
 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）ボックスカルバート・擁壁編 
  平成11年11月 建設省 
 土木構造物設計マニュアル（案）樋門編 平成13年12月 国土交通省 
 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 樋門編 
  平成13年12月 国土交通省 
 堰の設計 平成1年12月 （財）ダム技術センター 
 柔構造樋門設計の手引き 平成10年11月 （財）国土開発技術研究センター 
 樋門設計の手引き 平成15年3月 国土交通省東北地方整備局河川工事課 
 樋門ゲート検討ガイドライン 平成18年3月 国土交通省東北地方整備局河川部 
 鋼矢板二重式仮締切設計マニュアル 平成13年5月7日 （財）国土技術研究センター 
 仮締切堤設置基準（案） 平成22年6月30日 国土交通省河川局治水課 
 土木工事仮設計画ガイドブック（Ⅰ）（Ⅱ） 平成23年3月 （財）日本建設情報総合センター 
 許可工作物技術審査の手引き チェックリスト 平成23年5月 全国河川管理課長会議 
 耐候性大型土のう積層工法設計・施工マニュアル 平成24年3月 耐候性大型土のう基準検討委員会 
 災害復旧工事の設計要領 平成25年7月 （社）全国防災協会 
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●主な基準類（国、法人、協会が監修しているもの -2/2-） 
 海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 平成16年3月23日 農林水産省・国土交通省令第1号 
 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成16年6月 海岸保全施設技術研究会編 
 港湾の施設の技術上の基準・同解説 上下 平成19年7月 国土交通省港湾局 
 コンクリートの標準示方書【設計編】 2007年制定 （社）土木学会 
 レディミクストコンクリート標準仕様基準 平成15年4月 国土交通省東北地方整備局 
 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・マニュアル編） 
  平成11年3月 社団法人ダム・堰施設技術協会 
 水門・樋門・樋管遠隔監視操作システム技術資料 平成13年1月 社団法人ダム・堰施設技術協会 
 水門・樋門ゲート設計要領（案） 平成13年12月 社団法人ダム・堰施設技術協会 
 ゲート点検・整備要領（案） 平成17年1月 社団法人ダム・堰施設技術協会 
 水門鉄管技術基準 水門扉編―付解説― 平成19年9月 （社）水門鉄管協会 
 電気通信施設設計要領（案） 平成25年5月 国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 
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